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(57)【要約】
【課題】低損失水頭型環状体を使用して漏水等の補修工
事等を行ったとしても、漏水した管がほぼ平行で管の断
面がずれていないものでない場合以外では、低損失水頭
型環状体のベルマウス形状の先端部が管内壁に圧設する
ことが困難で漏水してしまう恐れがあった。
【解決手段】
管内壁の或る部分を覆って止水目的で取り付けられ、か
つ実質的な送水能力の低下を来さない低損失水頭型環状
体に使用するアダプターであって、そのアダプターは、
管内壁に押し付けられる止水突条を有し、かつ、使用時
においてこの止水突条よりも流れ方向の端部において管
内壁寄りに突出し、その使用時の形状が、ほぼ三日月形
の断面形状を呈するベルマウス形状を有することを特徴
とする低損失水頭型環状体に使用するアダプターである
。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
管内壁の或る部分を覆って止水目的で取り付けられ、かつ実質的な送水能力の低下を来さ
ない低損失水頭型環状体に使用するアダプターであって、そのアダプターは、管内壁に押
し付けられる止水突条を有し、かつ、使用時においてこの止水突条よりも流れ方向の端部
において管内壁寄りに突出し、その使用時の形状が、ほぼ三日月形の断面形状を呈するベ
ルマウス形状を有することを特徴とする低損失水頭型環状体に使用するアダプター。
【請求項２】
アダプター使用時における流れ方向と平行に切断した場合の横断面の厚みは、アダプター
の中央部で最大となり周方向端部で最小となるように連続して減少する断面形状を有する
請求項１記載の低損失水頭型環状体に使用するアダプター。
【請求項３】
アダプターの使用時における流れ方向後端部においては、ずれた管７１の内壁部と低損失
水頭型環状体１０の内壁部がほぼ平行を保持できるような断面形状を有する請求項１記載
の低損失水頭型環状体に使用するアダプター。
【請求項４】
低損失水頭型環状体のベルマウス形状及び止水突条と密着する形状を有することを特徴と
する請求項１ないし３に記載の低損失水頭型環状体に使用するアダプター。
【請求項５】
低損失水頭型環状体のベルマウス形状及び止水突条と密着する形状は、低損失水頭型環状
体におけるベルマウス形状の先端部と、止水突状と、それらの基部と、支持部と、に対応
するベルマウス形状受け部と、止水突状受け部と、その基部に対する受け部と、支持部受
け部とを有することを特徴とする請求項１ないし４に記載の低損失水頭型環状体に使用す
るアダプター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管内壁のある部分を覆って止水目的で取り付けられ、かつ実質的な送水能力
の低下を来さない低損失水頭型環状体に使用するアダプターに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地中に埋設されている管路には、永年の使用により、様々な外力が作用するため、例え
ば、管接続部分に漏水が発生したり、コンクリート管の場合には、各部にひび割れを生じ
たりするような事態が起こる。その場合は、漏水止め工事を行うことで修復していた。し
かし、漏水工事の施工対象個所が管内にある場合には、管内壁の漏水止めに使用している
部材類が残存するため、これらにより水流に生じる抵抗が問題となった。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１４４２４６号公報　そこで、本出願人が特許文献１で提
案した特許発明においては、管内壁の或る部分を覆って止水目的で取り付けられ、かつ実
質的な送水能力の低下を来さない低損失水頭型環状体であって、環状体本体の流れ方向の
端部は、環状体本体を取り付ける、固定板によって管内壁に押し付けられる止水突条より
も大きい直径を有するとともに、ほぼ三日月状の断面形状を呈するベルマウス形状を有す
るものとし、環状体本体を固定板によって管内壁に押し付けたときに、ベルマウス形状を
圧縮し固定するためのハンチ部を固定板取り付け凹部の角を埋めるように設けたことを特
徴とするものである。その特許発明を漏水止め工事に使用することにより環状体による水
流抵抗を極限まで低減することができ、また補修コストを抑制しながら管接続部に適切な
伸縮性と可撓性とを付与することができたのである。
【０００４】
　すなわち、上記特許発明によれば、その環状体本体を、固定板によって管内壁に押し付
けたときに、ベルマウス形状を圧縮固定するためのハンチ部を、固定板を取り付けるため
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に環状体本体内面に形成してある凹部の内側に設けてあり、このハンチ部は、固定板によ
る押し付け力が効果的にベルマウス形状から成る環状体本体の端部に及ぶように設けられ
ているので、環状体本体の端部のベルマウス形状は確実に確保され、水流の抵抗を予想通
りに低減できるものとなる。このベルマウスの断面が、ほぼ三日月型を有しているので、
その三日月型のアーチ形状における任意点に力をかけるとそのアーチがたわみ先端部に応
力が集中するのと同様に、固定板による管内方向への押し付け力をベルマウス形状に指向
させるための効果がある。従って、ベルマウス形状を十分圧縮することにより水流抵抗に
負けて先端部が剥離することがなく確実に漏水を防ぐことができるすぐれた特徴を有して
いた。
【０００５】
　しかしながら、漸次径が拡大する管と接合している場合、及び、管同士が屈折して破断
することで漏水した場合、あるいは管同士が平行にずれて破断することにより管の断面に
段差が生じて漏水した場合に、前記特許発明における低損失水頭型環状体を使用して漏水
等の補修工事等を行ったとしても、上記の様に漏水した管がほぼ平行で管の断面がずれて
いないものでない場合以外では、この固定板で低損失水頭型環状体を押さえ付けたとして
も、ベルマウス形状の先端部を管内壁に圧接することが困難で漏水してしまう恐れがあっ
た。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前記の点に着目してなされたもので、その課題は漏水等の補修工事を行ったと
しても極限まで低減した環状体による水流抵抗を増加させないことである。また本発明の
他の課題は、補修コストを抑制しながら本出願人が特許文献１で提案したと同等の伸縮性
と、可撓性を付与することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の課題を解決するため本発明は、管内壁の或る部分を覆って止水目的で取り付けら
れ、かつ実質的な送水能力の低下を来さない低損失水頭型環状体に使用するアダプターで
あって、そのアダプターは、管内壁に押し付けられる止水突条を有し、かつ、使用時にお
いてこの止水突条よりも流れ方向の端部において管内壁寄りに突出し、その使用時の形状
が、ほぼ三日月形の断面形状を呈するベルマウス形状を有することを特徴とする低損失水
頭型環状体に使用するアダプターである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は以上のように構成されるので、前記特許発明における低損失水頭型環状体のみ
では防ぐことにできない、管同士が屈折して漏水した場合、管同士が平行にずれて管の断
面に段差が生じて漏水した場合、あるいは、漸次径が拡大する管と接合する場合、に対処
することができる。また、その際にベルマウスの断面が、ほぼ三日月型を有しているので
、その三日月型のアーチ形状における任意点に力が掛かることによりアーチがたわみ、そ
の先端部に応力が集中するため前記特許発明における低損失水頭型環状体と同様にその低
損失水頭型環状体本体を固定するための固定板による押し付け力によりアダプターにおけ
るベルマウス形状を十分圧縮することができるため、水流抵抗に負けて先端部が剥離する
ことがなく確実に漏水を防ぐことができる。
【０００９】
　また、低損失水頭型環状体本体を管の破断部に配置した場合に、管の破断部の伸縮ある
いは屈折によって前記環状体本体を伸縮及び屈折可能なものとするために、水流に接する
環状体本体内面を平滑面として、そこに周方向の細い溝を設け、環状体本体外面では内面
の細い溝に応じた個所を山とし、隣接個所を谷とする波状の断面形状を有し、これにより
、低損失水頭型環状体本体は伸縮性、可撓性を具備することになるが、該アダプターは、
低損失水頭型環状体１０と同じ材料を使用することが好ましく、また、前記特許発明にお
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ける低損失水頭型環状体の流れ方向の先端部付近に本願発明に係るアダプターを取り付け
るだけなので、低損失水頭型環状体本体が本来有している伸縮性及び可撓性を損なうこと
はない。さらに前記特許発明における低損失水頭型環状体本体に当該アダプターを取り付
けるだけなので、徒に施工工程も増加することはなく、短期にかつ安価に施工することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図１ないし図５に基づいて説明する。
図１は本出願人が特許文献１で提案した特許発明の低損失水頭型環状体１０および、低損
失水頭型環状体に使用する各アダプターの実施例である。図２は管径拡大用アダプターの
設置状態における断面図。図３は管屈折破断用アダプターの設置状態における断面図。図
４は管が平行にずれた場合に使用するアダプター設置状態における断面図。図５は図２に
おけるＡ部の拡大図。
【００１１】
　低損失水頭型環状体１０に装着する管径拡大用アダプター３０は、ほぼ帯状を呈し、使
用時における周方向の長さは、低損失水頭環状体１０のラジアル方向である全周の長さと
ほぼ一致する。またその断面形状は、低損失水頭環状体１０のラジアル方向である全周方
向にわたって一様である。また幅すなわち使用時における流れ方向の長さは、ほぼ管同士
の接合地点７０から低損失水頭型環状体のベルマウス形状の先端部２０ａを覆うのに充分
な長さを有する。
【００１２】
　管径拡大用アダプター３０のベルマウス形状部３８は、管径拡大用アダプター３０装着
時における、低損失水頭環状体１０から管７２の内壁方向へ外側に突出するように設けら
れており、外側の曲率半径Ｒ４の方が内側の曲率半径Ｒ３よりも大きいか等しい、外側に
反ったほぼ三日月形或いは、ほぼ、つの状の断面形状を有する。また、管径拡大用アダプ
ター３０における管７２と接触する面には、止水突条３６、３７が、接合端部３９と上記
ベルマウス形状部３８の間に固定板１４の幅に見合う間隔で設けられている。また３５は
膨張ゴムであり止水突条３６、３７の間に配置するのが好ましい。
【００１３】
　また、管径拡大用アダプター３０における低損失水頭型環状体１０と接触する面には、
管の接合面あるいは破断個所７０に対応する部分である接合端部３９付近から、低損失水
頭型環状体１０のベルマウス形状２０付近である低損失水頭型環状体１０の先端部付近を
覆うものであるので、その間にある支持部１８、各突条１６,１７、また、その尖鋭な先
端を支える基部１６ａ，１７ａ、および、ベルマウス形状部２０が有するそれらの外形の
すべての形状と隙間なく接する様な形状を有するものが好ましい。言い換えるとすると、
管径拡大用アダプター３０と接する低損失水頭型環状体１０を雄型とすれば、管径拡大用
アダプター３０における低損失水頭型環状体１０と接触する面は、雌型の如きに隙間なく
密着することができる形状を有するものが好ましい。
【００１４】
　さらに詳述すれば、低損失水頭型環状体１０におけるベルマウス形状２０の先端部２０
ａ、止水突条１６、１７及びそれらの基部１６ａ，１７ａ、支持部１８は、それぞれ管径
拡大用アダプター３０のベルマウス形状受け部２０ｂ、止水突条受け部１６ｂ、１７ｂお
よび基部に対する受け部１６ｃ、１７ｃ、支持部受け部１８ｂと対応する。しかしながら
、低損失水頭型環状体１０において管径拡大用アダプター３０との接触面の形状が上記と
異なる場合は、管径拡大用アダプター３０の接触面もそれに応じた形状とすることで当該
接触面の密接状態が保持される。またこの接触面の形状は、管径拡大用アダプター３０の
みならず、以下に述べる管屈折破断用アダプター４０あるいは、管が平行にずれて破断し
た場合に使用するアダプター５０も同様に適用される。
【００１５】
　また管径拡大用アダプター３０の先端部がベルマウス形状３８とすると流れ方向反対側
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である後端部３９は、使用時の流れ方向と平行に切断したときの断面形状がテーパー状を
有し、後端部３９では厚さが零に近づく。従って、漸次径が拡大する管７２の中に管径拡
大用アダプター３０が入り込んでいるが（図２参照）、漸次径が拡大する管７２の内部に
おいても、低損失水頭型環状体１０の内壁部が、径が一定の管７１の内壁とほぼ平行とな
り、かつ管径拡大用アダプター３０のベルマウス部３８及び各突条部３６、３７が当該管
７２の内径と接することになるので、漏水がが完全に抑えられるものとなる。
【００１６】
　図３は管が下向きに屈折して破断した場合、すなわちハの字となるように破断した場合
に使用する管屈折破断用アダプター４０である。大部分において上記管径拡大用アダプタ
ー３０とほぼ同じ構成、形状を有しているが、この管屈折破断用アダプター４０の使用時
における周方向長さが低損失水頭型環状体１０の周方向、すなわちラジアル方向の長さの
ほぼ半分である。また管屈折破断用アダプター４０の使用時における流れ方向と平行に切
断した場合の断面の厚みは、管屈折破断用アダプター４０の中央部４１で最大となり周方
向端部４２、４３で最小となるように連続して減少する断面形状となる。すなわち、管屈
折破断用アダプター４０の使用時における流れ方向と平行に切断した場合の断面積が管屈
折破断用アダプター４０の中央部４１で最大となり周方向端部４２、４３で最小となるよ
うに連続して減少する断面形状となる。
【００１７】
　管が下向きに屈折し、当該管が管７３と管７４に分離し、いずれか一方あるいは双方が
互いに下向きに破断して、すなわちハの字となるように破断した場合に、例えば、下向き
に屈折した管７３の下半分に管屈折破断用アダプター４０を装着することにより、管７３
の内部下半周を隙間なく埋めることになり、アダプター４０のベルマウス部４８及び突条
部４６,４７が管７３の内壁と接することになるので、漏水が完全に抑えられるものとな
る。尚、上向きに逆ハの字に破断した場合は、上半分に管屈折破断用アダプター４０を装
着することで前記と同様の効果が得られる。
【００１８】
　図４は、管が平行にずれて破断した場合に使用するアダプター５０を示している。大部
分において上記管屈折破断用アダプター４０とほぼ同じ構成、形状を有しているが、該ア
ダプター５０の使用時における流れ方向後端部５２においては、ずれた管９０の内壁部と
低損失水頭型環状体１０の内壁部がほぼ平行を保持できるような段差５２を有する点で相
違している。
【００１９】
　管が平行にずれて破断した場合は、管の接合部分に低損失水頭型環状体１０を設置して
も、そのずれた分だけ段差が生じてしまうことになる（図示せず。）。従ってその段差を
埋めるようにアダプター５０を装着する。図４において、管９０が下方にずれ、管９５が
上方にずれた場合、管９０には当該管９０の下半分にアダプター５０を設置する。一方で
管９５については上半分にアダプター５０を設置する。すなわち管が平行にずれて破断し
た場合はアダプター５０を２個使用することになる。上記のようにアダプター５０を２個
設置することにより低損失水頭型環状体１０の内壁部分が管９０あるいは管９５とほぼ平
行となりしかも、アダプター５０のベルマウス部５８及び突条部５６,５７が管９０ある
いは管９５の内壁と接することになるので、漏水が完全に抑えられるものとなる。
【００２０】
　ここで、本出願人が前記アダプターを使用せず特許文献１で提案した低損失水頭型環状
体１０を単体で使用する場合に漏水を防止する仕組みは以下のとおりである。すなわち、
図１が本願発明に係るアダプターを取り付ける低損失水頭型環状体１０である。その流れ
方向両端部には固定部１２、１３が設けられている。各固定部１２、１３の内面には、固
定板１４を取り付けるためにこれを受け入れる大きさの固定板取り付け凹部１５が形成し
てあり、また各固定部１２、１３の外面には、固定板１４によってアダプターと密接する
止水突条１６、１７が、固定板１４の幅に見合う間隔で設けられている。各突条１６、１
７は尖鋭な先端を支える基部１６ａ、１７ａを有する。１８は支持部を示しており、基部
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１６ａ、１７ａとともに固定板１４と内面の平滑面２７との平坦性を確保している。
【００２１】
　一方において、低損失水頭型環状体１０におけるベルマウス形状部２０は、固定部１２
、１３の流れ方向で且つ低損失水頭型環状体１０の使用時における管の内壁方向に突出す
るように設けられており、外側の曲率半径Ｒ２の方が内側の曲率半径Ｒ１よりも大きいか
等しい、外方に反ったほぼ三日月形或いは、ほぼ、つの状の断面形状を有する。さらにこ
のアダプターを装着していない状態における低損失水頭型環状体１０単体においては、ベ
ルマウス形状部２０を圧縮するためのハンチ部２１、２２が固定部取り付け凹部１５の内
角に設けられている。このハンチ部２１、２２はベルマウス形状２０の先端部２０ａと止
水突条１６を結ぶアーチ形状の支点に対して直角に作用する力点となり、先端部２０ａを
管内壁に圧接し、アダプターを装着していない状態におけるベルマウス形状２０への応力
集中に寄与している。
【００２２】
　従って、前記管径拡大用アダプター３０、管屈折破断用アダプター４０、管が平行にず
れた場合に使用するアダプターアダプター５０を低損失水頭型環状体１０装着することに
より、前記各アダプター３０、４０、５０のベルマウス部３８、４８、５８及び止水突条
３６、３７及び４６、４７あるいは５６,５７に上記応力が集中することになり、前記特
許発明における低損失水頭型環状体１０のみで補修できる場合と同様に、その低損失水頭
型環状体本体１０を固定するための固定板１４による押し付け力により、前記各アダプタ
ー３０、４０、５０のベルマウス形状部３８、４８、５８を十分圧縮することができるた
め、水流抵抗に負けて先端部が剥離することがなく確実に漏水を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】低損失水頭型環状体及びそれに使用する各アダプターの斜視図
【図２】管径拡大用アダプターの設置状態における断面図
【図３】管屈折破断用アダプターの設置状態における断面図
【図４】管が平行にずれた場合に使用するアダプター設置状態における断面図
【図５】図２におけるＡ部の拡大図
【符号の説明】
【００２４】
　　１０　低損失水頭型環状体
　　２０　低損失水頭型環状体のベルマウス部
　　３０　低損失水頭型環状体に使用する管径拡大用アダプター
　　４０　低損失水頭型環状体に使用する管屈折破断用アダプター
　　５０　低損失水頭型環状体に使用する管が平行にずれた場合に使用するアダプター
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